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平成 30年度 定期巡回・随時対応サービス 自己評価・外部評価 評価表 
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コメント 

外部評価 

コメント 

Ⅰ 構造評価 （Structure） ［適切な事業運営］ 

（１） 理念の明確化 

① サービスの

特徴を踏ま

えた理念の

明確化 

1 当該サービスの特徴で

ある「利用者等の在宅

生活の継続」と「心身

の機能の維持回復」を

実現するため、事業所

独自の理念を掲げてい

る 

 ○   

法人全体での理念とし

て提示。 

（部所毎には定めてい

ないが、毎年の目標は

会議で設定し、年度末

に結果を話し合ってい

る。） 

理念は「ご利用者が快

適に暮らすことを応援

しお手伝いいたしま

す。ご利用者様、ご家

族様のお気持ちを大切

に守っていくために私

たちの知識・技術・経

験をお役立てくださ

い。皆様が安心かつ快

適に暮らすことを目標

にともに進んでいきた

いと考えております。」 

今年度の目標は、「利用

者の自律への貢献」と

した。 

 

 

・定期巡回・随時対応

サービスらしい理念

を揚げていると思わ

れる。 

 

・法人理念を掲示し、

利用者の安心かつ快

適に暮らしを応援す

る旨が掲げられ、利用

者及びその家族の信

頼と職員が事業所の

目指すべき方向性を

理解する大きな役割

を果たしている。 

 

（２） 適切な人材の育成 

① 専門技術の

向上のため

の取り組み 

2 管理者と職員は、当該

サービスの特徴および

事業所の理念につい

て、その内容を十分に

認識している 
○    

今年の対象者はいない

が、入社時に新人オリ

エンテーションで説

明。その他、都度定例

会議にて確認し、事業

所にも提示している。 

 

 

・理念の周知に努めて

いると思われる。 

 

・定例会議における確

認は有効と思われる

ので、継続的な取り組

みを期待する。 

 

3 運営者は、専門技術（ア

セスメント、随時対応

時のオペレーターの判

断能力など）の向上の

ため、職員を育成する

ための具体的な仕組み

の構築や、法人内外の

研修を受ける機会等を

確保している 

 ○   

運営者が契約時に初回

アセスメントを実施し

ているケースが多いの

は同様。今後も勤務に

余裕がある場合は正看

護師の同行を行い、ア

セスメントを実施する

ようにしていく。研修

は内部では緊急時の対

応などの研修会を実

施。外部研修への参加

も出来ている。 

・内部研修も定期的に

実施されており、研修

の講師も事業所内で

対応していることに

感心した。 

 

・計画的な内部研修の

実施、外部研修への参

加を通じて、職員の育

成を継続されること

を期待する。 
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 ・独居や家族不在時も

多いので、アセスメン

トの情報収集に苦慮

する場面が多いと感

じる。 

 

・定期巡回のモニタリ

ングの頻度も、多すぎ

るように感じる。 

 

 

4 管理者は、サービス提

供時の職員の配置等を

検討する際、職員の能

力が最大限に発揮さ

れ、能力開発が促され

るよう配慮している 

 ○   

全スタッフが同レベル

にてサービスを提供で

きるよう、担当制とせ

ずに、同行訪問を重ね、

スタッフ全員が同レベ

ルのサービスを行える

よう配慮している。 

技術的に劣る職員に

は、マニュアルやパン

フレットを用いて、事

前研修を行っている。 

 

・事業所内で作成した

マニュアルを用いて、

技術の伝達を行い、同

レベルでのサービス

提供ができている。 

 

・全スタッフが同じ内

容のサービスを提供

できるよう配慮され

ている。 

 

・医療知識を必要とす

ることも多くあると

思われる。頑張って欲

しい。 

 

・提供するサービスの

質に格差が生じない

よう事前研修などに

よりスタッフのレベ

ルの均一化を図られ

たい。 

 

・モニタリングも大変

詳しく、全スタッフの

方が同レベルのサー

ビスを提供している

と思う。 

 

② 介護職・看

護職間の相

互理解を深

めるための

機会の確保 

5 介護職・看護職の間で、

利用者等の特性・状況

に係る相互の理解・認

識の共有のための機会

が、十分に確保されて

いる 

 ○   

カーデックス（連絡ツ

ール）を活用し、状態

変化や指示変更の伝達

を行っている。緊急時

は都度、携帯電話での

伝達を実施している。 

 

・ご利用者の体調など

の状況も職員皆が把

握され、共有されてい

ると感じる。 

 

・ご自宅に連絡ノート

を置くなど連絡ツー

ルの活用により、サー

ビスの一括化が図ら

れている。 

 

・記載漏れや転記誤り

等記録の記載ミスに

留意されたい。 
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（３） 適切な組織体制の構築 

① 組織マネジ

メントの取

り組み 

6 利用者等の特性に応じ

た柔軟なサービスを提

供するため、最適且つ

柔軟な人材配置（業

務・シフトの工夫）を

行っている 

 ○   

特性に応じたサービス

提供に関してはできて

いると思われるが、要

望の回数を満たしては

いないこともある。料

金設定が変わらない

為、必要とする回数以

上の方は、ケアマネと

話し合いを行い調整し

ている。 

勤務は早出、遅出など

シフトを調整し対応し

ているが、実際、職員

数の不足で、今以上の

利用者を受けることが

できない状況。 

 

 

・利用者の状況に合わ

せて必要な訪問回数

となっている。 

 

・現状の体制において

可能な限りのサービ

ス提供がなされてい

る。 

 

・同居家族の就労時間

に合わせ（また遠方へ

の 1 泊 2 日の出張等）

柔軟に対応した訪問

体制をとってくれて

いる。 

 

・食事時間は他利用者

と重複する時間帯で

も調整を行っている。 

 

・365 日対応してもら

えること、感謝してい

る。 

 

・個々の利用者に応じ

たサービス回数、時間

の設定にはケアマネ

ジャーも含め、十分な

話し合いが必要と思

う。 

 

・人材が確保できない

以上、致し方ないが、

制度が継続できるの

か。このままでは保険

制度自体が行き詰ま

るのでは。 

 

・人材不足は介護業界

全体の問題と思われ

る。何らかの改善は必

要。 

 

・職員の不足が解消さ

れることを期待する。 

 

 

② 介護・医療

連携推進会

議で得られ

た意見等の

適切な反映 

7 介護・医療連携推進会

議を適時適切に開催す

ると共に、得られた要

望、助言等（サービス

の過少供給に対する指

摘、改善策の提案等）

を、サービスの提供等

に適切に反映させてい

る 

○    

定例会議を実施継続

中。今年度は 6 ヵ月に

一度とされたが、必要

時の開催はしていきた

いと考えている。 

会議の結果はホームペ

ージ上にて公表。 

役員からの助言に対し

ては都度検討させて頂

いている。 

・定例会議を適切に開

催し、結果をホームペ

ージに公表している。 

 

・改善点を会議の中で

検討し、業務に生かし

ている。 
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 ・推進会議を積極的に

開催する姿勢には好

感を持つことができ、

役員からの助言に対

し迅速に検討してい

ると思う。 

 

・定期的に推進会議を

開催し検討事項につ

いては後日報告され

ている。 

 

・定期的に開催されて

おり、サービス提供実

績報告に基づき、評価

が行われ、要望や助言

などサービスに反映

するよう努めている。 

 

 

（４） 適切な情報提供・共有のための基盤整備 

① 利用者等の

状況に係る

情報の随時

更新・共有

のための環

境整備 

8 利用者等の状況につい

て、（個人情報管理に配

慮した上で）必要に応

じて関係者間で迅速に

共有できるよう工夫さ

れている 

○    

介護・医療連携推進会

議では、イニシャル化

を徹底。 

情報交換においては、

カンファレンス、連絡

ノート、引き継ぎ表を

活用。 

急ぎの連絡時には電話

にて直接担当者と話を

することで、迅速に共

有が出来ていると思わ

れる。 

 

・会議ではイニシャル

化して個人情報管理

が行えている。 

 

・個人情報の取り扱い

に関して十分配慮さ

れ管理されている。 

連絡ノートや引き継

ぎ表を駆使し、迅速な

情報の把握・共有に努

めている。 

 

・情報交換のひとつひ

とつを複数使用し活

用されている。 

 

 

（５） 安全管理の徹底 

① 職員の安全

管理 

9 サービス提供に係る職

員の安全確保や災害時

の緊急体制の構築等の

ため、事業所において

その具体的な対策が講

じられている（交通安

全、夜間訪問時の防犯

対策、災害時対応等） 

○    

法人マニュアルにて講

じている。 

夜間訪問時などの防犯

対策もマニュアルに記

している。 

 

 

 

 

・防犯対策マニュアル

に基づく対策が図ら

れている。 

 

・医療ニーズの高い人

も多い中、停電の時な

ど機器使用の利用者

への対応は大変だと

思った。 

 

 

② 利用者等に

係る安全管

理 

10 事業所において、利用

者等に係る個人情報の

適切な取り扱いと保護

についての具体的な工

夫が講じられていると

ともに、管理者や職員

において共有されてい

る 

○    

契約時、個人情報保護

に関する同意書を取り

交わしている。（法人内

で複数サービス利用が

ある場合は、全体で一

部） 

 

 

・契約時は、個人情報

保護に関する説明が

あり同意書を取り交

わしている。 
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事業所内での個人情報

の取り扱いは、鍵のか

かる書庫へ一元化管理

としており、職員が不

在時には施錠。 

鍵は管理者が所持して

いる。 

電子機器に関しては、

全てパスワード化（退

職者が出る毎に、パス

ワードの変更を実施）

を実施。 

職場外へのアナログフ

ァイルの個人情報持ち

出しは禁止。 

運営者が認めた場合、

ロックされた USB の

持ち出しを許可するこ

とがある。（パスワード

は、持ち出す本人と運

営者のみが周知してい

る） 

個人情報取り扱いに関

してはマニュアル化を

しており、職員への周

知は出来ている。 

 

 

・個人情報保護の取り

扱いについては徹底

されていると思われ、

今後も職員への周知

を継続することでよ

ろしいと思う。 

 

・個人情報保護に関す

る具体的な対策が講

じられている。 

 

・個人情報取扱マニュ

アルに基づきデータ

利用や USBでのデータ

持ち出し等取扱い等

に注意を払い個人情

報は適切に取り扱わ

れている。 

 

 

Ⅱ 過程評価 （Process） 

１．利用者等の特性・変化に応じた専門的なサービス提供 

（１） 利用者等の状況把握及びアセスメントに基づく計画の作成 

① 利用者等の

24時間の暮

らし全体に

着目した、

介護・看護

両面からの

アセスメン

トの実施 

11 利用者等の一日の生活

リズムに着目した、ア

セスメントが提案され

ている 

 ○   

ケアマネジャーにサー

ビス内容を伺う時に、

生活パターンを確認。

契約訪問時に再度確認

を行い、アセスメント

を実施している。 

（サービス内容に応じ

て、他の利用者様との

時間調整をお願いする

ことがある） 

看護師が週に 1 度のモ

ニタリングを実施し、

適宜、時間やサービス

内容を見直ししてい

る。 

 

 

・書式に基づいたアセ

スメントが行われて

いる。 

 

・利用者の具体的な生

活を把握し、さらに家

族状況の把握に努め

ており、適切かつ必要

なサービス提供を行

うためのアセスメン

トが行われている。 

 

・書式に基づき週 1 回

のモニタリングが行

われており、適宜見直

しも行われている。 

 

・項目の通りに実施さ

れていると思う。 

 

・アセスメント、モニ

タリング様式を新た

にし、見やすくわかり

やすくなっている。 
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・一日の流れ（日課）

はケアマネも把握で

きていない部分が多

いので反省点である。 

 

 

12 介護・看護の両面から

のアセスメントが適切

に実施され、両者の共

有、つき合わせ等が行

われている 

 ○   

原則、看護師が立案し、

介護が補足する形をと

っている。 

 

ケアプランとずれが生

じた場合は、カンファ

レンスや情報共有を行

い、利用者などのニー

ズを元に調整を行って

いる。 

 

 

・看護部門が中心とな

り介護部門と密接に

連携しながらアセス

メントが行なわれて

おり、これまでと同

様、適切なサービス提

供を心がけられたい。 

 

・看護、介護両面から

の情報によりケアマ

ネジャーもケアプラ

ンの見直しを検討で

きている。 

 

 

② 利用者の心

身の機能の

維持回復や

在宅生活の

継続に軸足

を 置 い た

「未来志向

型」の計画

の作成 

13 利用者の心身機能の維

持回復に軸足を置いた

計画の作成が志向され

ている 

○    

申し送りにより生活リ

ハビリの導入と継続、

及び必要時には専門職

によるリハビリの訪問

対応中。 

 

短期目標の達成に向

け、計画を立案。 

 

・利用者の在宅生活の

継続に向けた具体的

計画が立案されてい

る。 

 

・必要時、専門職によ

るリハビリ訪問があ

る。 

 

 

14 重度化しても医療依存

度を高め過ぎないよ

う、利用者の今後の変

化を予測し、先を見越

した適切なリスク管理

を実現するための、「未

来志向型」の計画の作

成が志向されている 

 ○   

病状進行防止、異常早

期発見、機能維持など

目標設定はしている

が、ターミナル期、進

行性疾患に関しては依

存度が高まってしまう

ケースもあるが、体調

に応じ臨機応変は必要

と感じる。 

マンパワーにも大きく

左右されると考える。

家族指導は重要。 

能力に応じて負担にな

らない程度に医療行為

や病状の観察に関して

依頼している。 

・病状の進行防止、異

常の早期発見、機能維

持について計画作成

されている。 

 

・まるめなので、必要

以上のサービスを求

める人も多く、大変だ

と思う。 

 

・できるだけ在宅での

生活を継続するため、

予防的見地からの計

画作成が行われ、介護

と看護の一体的なサ

ービス提供に努めて

いる。また、家族への

フォローが適切に行 

われている。 

 

・在宅生活の継続には

家族の協力も必須と

なるため、家族指導、

家族との連携は重要

と思う。 
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・特にターミナル期に

於いては、家族支援が

重要な部分を担って

くるので、スタッフの

能力の標準化の配慮

が重要だと思う。 

 

・医療依存度が高まる

かどうかは、主治医の

判断もあり難しいと

思う。 

 

（２） 利用者等の状況変化への柔軟な対応と計画の見直し 

① 介護職と看

護職の相互

の専門性を

生かした柔

軟なサービ

スの提供 

15 計画上のサービス提供

日時以外であっても、

利用者等の状況に変化

が生じた場合は、必要

に応じて新たに定期巡

回・随時対応サービス

の提供日時を設定する

など、柔軟な運営に努

めている 
○    

随時訪問サービスを行

い、その時間帯での呼

び出しが多い場合、定

期訪問時間を変更する

対応を実施。（人材不足

により、他の利用者様

へ時間変更を依頼する

ケースある。） 

 

随時、人材の募集は行

っており、短時間雇用

も視野に入れ、登録制

度も設けてはいるが、

中々、求人が来ない状

況。 

 

・状態変化に合わせ、

対応している。 

 

・利用者の変化に応じ

た柔軟な運営を期待

したい。  

 

・人材確保が喫緊の課

題であり、他の事業所

との連携のあり方な

ど積極的な意見交換

等を期待する。 

 

 

② 継続したモ

ニタリング

を通じた利

用者等の状

況変化の早

期把握と、

計画への適

宜反映 

16 サービス提供を通じ

た、継続的なモニタリ

ングによる、利用者等

の状況変化の早期把握

と、計画への適宜反映

が行われている 

○    

週 1 回看護師のモニタ

リングを確実に行い、

又、ご自宅に引き継ぎ

表を設置しヘルパーと

看護師との情報共有に

努め、毎月ケアマネジ

ャーへも報告を行って

いる。 

今年度より、形式を変

更（各居宅介護支援事

業所管理者との会議に

て報告） 

・毎月ケアマネジャー

への報告が行われ、情

報共有が行われてい

る。 

 

・利用者の状況や体調

の変化等をケアマネ

ジャーへスムーズな

報告が行えるように

書類を変更する等工

夫を行っている。 

 

・モニタリングにより

利用者の状況を的確

に捉え、計画に反映さ

れている。  

 

・ケアマネジャーとの

連携も取られている。 

 

・報告ができていると

思う。 

・週に一度のモニタリ

ングの必要性はある

のか？ 

週一度の根拠は何な

のだろう。 
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（３）介護職・看護職の協働による一体的なサービスの提供 

① 介護職と看

護職の相互

の専門性を

生かした柔

軟なサービ

スの提供 

17 より効率的・効果的な

サービス提供を実現す

るため、介護職、看護

職のそれぞれの専門性

を活かした役割分担が

行われている 

○    

当社ヘルパーは必ず事

業所への出社を義務付

けており、看護師と直

にコミュニケーション

をとったり、カーデッ

クスの確認を行ったり

している。 

（業務時間により、直

行の日は、個別に引継

ぎを行っている） 

適宜、ショートカンフ

ァレンスを実施し、生

活の場面ではヘルパー

が確認を行い、自立性

を高める工夫を実施。

看護師は評価および指

導を行うなど、双方の

役割を明確にしてい

る。 

 

・効率アップのため

に、専門性を活かした

役割分担を継続して

ほしい。 

 

 

・看護師が中心となり

介護職員と、口頭によ

る情報共有の他、カー

デックスの確認によ

り利用者情報の共有

がなされ、生活・医療

面の専門性をいかし

たサービスを提供し

ており、役割分担が明

確化されている。 

 

・リハビリ職の訪問も

定期的にしており、家

族への入浴介助の助

言や、身体状況に応じ

た福祉用具の助言な

ども行っており助か

っている。 

 

 

 

② 看護職によ

るサービス

提供に関す

る指導、助

言 

18 看護職から介護職に対

し、疾病予防・病状の

予後予測・心身の機能

の維持回復などの観点

から、指導、助言が行

われている 

○    

上記同様、都度情報交

換を行っている。 

看護師は主治医指示書

のもと看護展開を行っ

ており、病状を把握し、

ヘルパーにチームとし

ての役割を伝達してい

る。 

現場で判断に困った時

は、写真添付や状態報

告を受け都度対応。 

必要時には看護師より

主治医への指示を仰い

でいる。 

医的行為に対しては、

法に触れない様、指導

している。 

・ご利用者の疾病を職

員皆把握され、発熱・

炎症などの症状も迅

速に報告することで、

受診を適切なタイミ

ングで行うことがで

き、病状の悪化予防に

繋がっていると思う。 

 

・看護から介護への伝

達に工夫がなされて

いる。 

 

・訪問看護のない利用

者についても疾病予

防、心身の機能の維持

回復当の観点から看

護師から介護職員へ

の指導助言等も実施

されたい。 
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（４） 利用者等との情報及び意識の共有 

① 利用者等に

対する当該

サービスの

趣旨及び特

徴等につい

ての十分な

情報提供 

19 サービスの開始前に、

利用者等に本サービス

が「利用者等の在宅生

活の継続」と「心身の

機能の維持回復」を実

現するためのサービス

であり、訪問サービス

は、その趣旨に沿って

行われるアセスメント

に基づき提供されるこ

とについて、十分な情

報提供・説明が行われ

ている 

 ○   

情報提供説明は行って

いるが、包括算定であ

るため要求がアセスメ

ントと食い違うことが

多々ある。 

目標設定の共有を行

い、必要なサービスを

提供するよう心掛けて

いる、 

生活支援の要求が増え

ている状況は同様。 

法の見解に沿って、ケ

アマネジャーの理解、

家族の理解を得られる

よう、都度、話し合い

を行っている。 

過介護にならないよ

う、複数名が関わるサ

ービスのため、事業所

間での情報共有が必須

である。 

問題が生じた場合は、

担当ケアマネジャーへ

相談し、適宜見直しを

行うなど工夫を行って

いる。 

・サービス内容につい

て、都度ご本人・ご家

族に説明を行い、理解

を得ている。 

 

・定期巡回型サービス

のケアマネジャーの

勉強不足があり教え

てもらうことが多い。 

 

・サービスの趣旨や特

徴をサービス提供前

に利用者及びその家

族に説明するととも

に理解を得られるよ

う、さらなる取り組み

を期待したい。 

 

・通常サービスと定期

巡回サービスの違い。

その人にとってどち

らのサービスがそぐ

うのか？ただ何とな

く決めてしまってい

ないか？特に身体的

サービスが必要ない

人には疑問を持ちな

がら提供してしまっ

ている。ケアマネも再

アセスメント時、どう

利用者に必要性や不

必要性を説明するの

か、考えていきたい。 

 

・定期巡回・随時対応

サービスが支給限度

額を越えない為に利

用されるとしたら本

来の主旨に反してい

ると思う。 

 

・包括的なサービスの

為、生活全般を担って

ほしいとの依頼が多

い。サービスの主旨に

ついて担当ケアマネ

ジャーも十分理解し

た上で利用者に説明

する必要がある。 
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② 利用者等と

の目標及び

計画の共有

と、適時適

切な情報の

提供 

20 作成した計画の目標及

びその内容について、

利用者等に十分な説明

を行うなど、共通の認

識を得るための努力が

されている 

 ○   

計画立案後、サインを

頂くため作成者が自宅

訪問しご本人様、ご家

族様への説明を行って

いる。 

本年度より、計画書の

形式は、実地指導でご

指摘を受けた署名欄な

どの変更を行ってい

る。 

修正箇所の提示がある

場合、ケアマネジャー

を通してカンファレン

スなどを実施し改めて

検討している。 

 

 

・計画立案し、ご本

人・ご家族の説明を行

って理解を得ている。 

 

・計画作成に当たり、

利用者及びその家族

にサービス内容を説

明し、署名により同意

を受けている。アセス

メントに基づく目標

など情報共有が適切

に行われている。 

 

21 利用者の状況の変化

や、それに伴うサービ

ス提供の変化等につい

て、家族等への適時・

適切な報告・相談等が

行われている 

 ○   

契約時に状態変化応じ

て、回数調整やサービ

ス内容の変更を行う旨

を説明している。 

状態変化時には、ケア

マネジャーへの提案や

カンファレンスを用い

て調整している。 

適正ではない回数を要

望する方には、法の制

度を都度説明し理解を

得るように説明し理解

を得ている。 

 

・状態変化に応じ、回

数やサービス内容変

更について、ご本人・

ご家族の説明を行っ

て理解を得ている。 

 

・導入時に「当該サー

ビスは、心身機能の維

持回復を目指すもの

であり、身体状況の変

化によってはサービ

ス提供回数が減少す

る可能性があること」

などを説明すること

が肝要と考える。 

 

・利用者の制度理解に

向けた説明は都度行

っており、今後も引き

続き継続した取組を

期待する。 

 

・回数増に対しての要

望は多い中、回数減に

対して理解を得るこ

とは大変難しいと思

われる。ケアマネジャ

ーと情報を共有し利

用者家族へ説明する

必要がある。 

 

・必要以上を求める人

への対応は大変。今後

も課題。今のままの制

度では、なくならない

問題点と思う。 
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２．多職種連携に基づいた包括的・継続的マネジメント 

（１） 共同ケアマネジメントの実践 

① 利用者等の

状況の変化

に つ い て

の、ケアマ

ネジャーと

の適切な情

報共有及び

ケアプラン

への積極的

な提案 

22 サービス提供状況、心

身の機能の変化、周辺

環境の変化等に係る情

報が共有され、サービ

スの提供日時等が共同

で決められている 

 ○   

看護師のモニタリング

が優先的に動いてしま

う現状は同様。ケアマ

ネジャーもサービス提

供に変更があっても利

用単位数が変わらない

包括算定であるため、

「事後報告で良い」「任

せる」とのことが多い

のは同様。 

看護師との一体型で使

用している方は、今年

度の訪問看護報告書

（モニタリング用紙と

一緒に送付）形式を変

更し、回数の変更を記

するようになってい

る。 

大きな変更が生じる場

合や介護度の変更時に

はカンファレンスを行

っている。 

 

・定期的な報告書によ

り情報共有できてい

る。 

 

・退院時や大きな変化

があった場合、カンフ

ァレンスを行いサー

ビス内容等、話し合い

が行われている。 

 

・居宅介護支援事業所

ケアマネジャーと定

期巡回・随時対応型訪

問介護事業所の計画

作成責任者が連携し

共同でケアマネジメ

ントを行う体制とな

っている。  

 

・訪問頻度が多くなる

介護職が一番利用者

の把握ができている。

任せてしまっている

現状があるのは反省

点。 

 

・利用者の生活情報等

の共有による適切な

ケアマネジメントを

期待する。 

 

・サービス事業者のモ

ニタリングが優先さ

れるのはサービスの

特色の一つと理解し

ている。ケアマネジャ

ーが事業所任せにな

るのは問題か。 

 

・人材不足の原因には

書類の多さも原因で

はないかと思う。簡素

化できる物は適宜し

てはどうか？ 

 

23 計画の目標達成のため

に、必要に応じて、ケ

アプランへの積極的な

提案（地域内のフォー

マル・インフォーマル

サービスの活用等を含

む）が行われている 

 

 ○   

毎月送付のモニタリン

グ表にて提案を行って

おり、地域でのサービ

スの提案も行ってい

る。 

・ふれあい収集などの

提案が行われている。 

 

・常に提案が行われて

いる。 
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② 定期的なア

セスメント

結果や目標

の達成状況

等 に 関 す

る、多職種

への積極的

な情報提供 

 

24 サービス担当者会議等

の場を通じて、利用者

等の状況や計画目標の

達成状況について、多

職種への情報提供が行

われている 

 ○   

ケアマネジャーにより

召集。カンファレンス

時には可能な限り他職

種への参加をお願いし

ている状況。（定期巡回

の単位数が高く、他に

関わる職種は少ない。） 

各サービス内容を利用

者およびご家族も参加

し、評価をしている。 

・サービス担当者会議

では出来る限り関係

するサービス提供事

業者の参加とご家族

の参加をお願いして

いる。 

 

・多職種に出来るだけ

カンファレンス参加

を呼びかけるなど情

報共有を心がけてい

る。 

 

・サービス担当者会議

開催に当たり、主治医

の意見は伺っていま

すか？（参加は難しい

でしょうが…） 

 

 

（２） 多職種連携を通じた包括的・継続的マネジメントへの貢献 

① 利用者の在

宅生活の継

続に必要と

なる、利用

者等に対す

る包括的な

サポートつ

いての、多

職種による

検討 

25 利用者の在宅生活の継

続に必要となる、包括

的なサポート（保険外

サービス、インフォー

マルケア等の活用を含

む）について、必要に

応じて多職種による検

討が行われている（※

任意評価項目） 

  ○  

通院時の院内介助は保

管外の為、自費サービ

スを提示。 

調理の希望が多い方に

は宅配弁当の提示など

を行っている。 

その他、状況に応じて

他職種への情報提供を

お願いしているが、市

内の状況はあまり変化

がないため、中々提案

はない状況。 

 

 

・ふれあい収集などの

提案、院内介助の自費

サービスの提示が行

われている。 

 

・インフォーマルサー

ビスの活用にはケア

マネジャーの協力が

不可欠と思う。 

 

・利用者の心身の状況

に応じ、包括的かつ柔

軟なサポートを提供

するため、ケアマネジ

ャーとも連携し、検討

されることを期待す

る。 

 

・介護度が重い方が多

いのに乗降のみOKと

いうのは疑問。 

 

・身体介護にて院内サ

ービスをしてくれる

事業所の料金の高い

ことで定期巡回との

併用が難しい場面あ

り。保険外サービスの

充実が必要。 

 

・市内に保険外サービ

スの供給者が少なく、

提案するも需要に対

応しきれていないの

が現状と思われる。 
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・必要なサービスがな

い場合、地域包括セン

ターに提案の機会は

あるか？ 

 

 

26 病院・施設への入院・

入所、及び病院・施設

からの退院・退所の際

などに、切れ目のない

介護・看護サービスを

提供するために、必要

に応じて多職種による

検討や情報の共有が行

われている（※任意評

価項目） 

○    

退院前カンファレンス

は必ず参加し、必要が

あればパンフレットを

持参してサービス内容

を説明している。 

事前環境を整えて迎え

入れている。（退院日か

らの即日サービス開始

が多いため） 

入院時には、看護添書

作成し病院へ届け、補

足があれば直接伝える

ようにしている。 

 

・退院日からサービス

開始し、切れ目のない

介護・看護サービスが

提供されている。 

 

・退院前カンファに参

加してもらうことで、

サービスもスムーズ

に対応できている。 

 

・退院前カンファレン

スに参加することは、

利用者にとって在宅

での生活が容易に受

け入れるきっかけと

なっており、退院後の

生活面における不安

解消に役立っている。 

 

・入院時には、迅速に

病院へ情報提供をし

てもらっている。 

退院時、身体状況の変

化などある場合は、サ

ービス担当者会議に

おいて、状況確認の共

有などできている。 

 

・今後も継続した取組

を期待したい。 

 

 

② 多職種によ

る効果的な

役割分担及

び連携に係

る検討と、

必要に応じ

た関係者等

への積極的

な提案 

27 地域における利用者の

在宅生活の継続に必要

となる、包括的なサポ

ート体制を構築するた

め、多職種による効果

的な役割分担や連携方

策等について検討し、

共有がされている（※

任意評価項目） 

 ○   

連絡ノートを共有し、

関わりのある職種に対

して、情報共有の工夫

を行っている。 

役割分担はプランに反

映されていると思われ

る。 

 

 

 

・連絡ノートを活用し

ている。 

 

・連絡ノートに毎日様

子が書いてあるので

ありがたい。 

 

・多職種との情報共有

をしていこうとする

取組は評価できる。 

  

・連絡ノートの活用が

ポイントになるので

更なる有効な方策を

検討されたい。 
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３．誰でも安心して暮らせるまちづくりへの参画 

（１） 地域への積極的な情報発信及び提案 

① 介護・医療

連携推進会

議 の 記 録

や、サービ

スの概要及

び 効 果 等

の、地域に

向けた積極

的な情報の

発信 

28 介護・医療連携推進会

議の記録について、誰

でも見ることのできる

ような方法での情報発

信が、迅速に行われて

いる 

○    

会議後、記録をまとめ

ホームページにて公表

している。 

過去のデータの閲覧も

可能で、契約時に利用

者およびご家族へ説明

を行っている。 

 

 

・会議の記録をホーム

ページで公表してい

る。 

 

・会議の内容について

ホームページで閲覧

できる様になってい

る。 

 

・会議記録は、ホーム

ページで公開されて

おり、情報がすぐに閲

覧できる見やすいレ

イアウトとなってい

る。 

 

・大変分かりやすいま

とめになっている。 

 

 

29 当該サービスの概要や

効果等についての、地

域における正しい理解

を広めるため、積極的

な広報周知が行われて

いる 

  ○  

未だにサービス内容

（特に、毎日の看護師

訪問など）や単位に関

する問い合わせがケア

マネジャーや病院ケー

スワーカーから多い状

況。 

ただ、当社のスタッフ

の補充ができず、新規

を受け入れられず、広

報活動はできていない

状況。 

 

・通常サービスだと単

位数が足りないので

と定期巡回を選択す

る場合が多く、大変だ

と思う。 

 

・医療・介護連携推進

会議や地元町会の会

合などの場でサービ

ス内容を周知するこ

とも有効と思われる。 

  

・また、事情所のサー

ビス内容や制度周知

ホームページに掲載

するなどできるとこ

ろからに努められた

い。 

 

・広報活動によりサー

ビス内容の情報を発

信しても地域の関係

機関のスタッフ全体

への周知は難しい状

況と思う。 

 

（２） まちづくりへの参画 

① 行政の地域

包括ケアシ

ステム構築

に係る方針

や計画の理

解 

30 行政が介護保険事業計

画等で掲げている、地

域包括ケアシステムの

構築方針や計画の内容

等について十分に理解

している 

○    

管理者が「おたる地域

包括ビジョン協議会」

の委員を務めさせて頂

いているため、都度、

会議内容を職員へ周知

をしたり、外部研修へ

の参加も行っているた

め、理解していると思

われる。 

・当該サービスは、地

域包括ケアの中核的

サービスであり、介護

計画における位置づ

けや地域包括ケア構

築の重要性は十分理

解できていると思わ

れる。 
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 ・地域包括ケアシステ

ムの構築方針や計画

の内容等について、ご

理解が深いと思う。 

 

 

② サービス提

供 に お け

る、地域へ

の展開 

31 サービスの提供エリア

について、特定の建物

等に限定せず、地域へ

広く展開していくこと

が志向されている 

 ○   

当事業所は施設併設で

はなく、また、当社の

理念は『ご自宅』での

生活維持である。 

但し、小樽市内全域と

なると 30 分以内で駆

けつけることが困難な

ため、一部地域を除い

てしまっているのが現

状。 

 

・人的、物的条件が許

す限り、サービス提供

が行われている。 

 

・小樽の立地条件、駐

車スペースの少なさ、

冬期の除雪の不十分

さから駆け付ける際

の時間は通常以上に

かかっていると思う。 

 

・冬期間の訪問など排

雪されていない場合

もあるので、地域的加

算があると良いのに

と思う。 

 

・約 69 ㎞の海岸線を

有する本市の地理的

特性を考慮し、提供エ

リアを 30 分以内に駆

けつけられる市内エ

リアとしており、可能

な限り広範な地域に

おいてサービス提供

が行われている。 

 

・お願いしたい地域に

定期巡回型サービス

がない場合があり困

ることがある。 

 

・行けない地域がある

のはやむを得ないと

思います。 

 

 

③ 安心して暮

らせるまち

づくりに向

けた、積極

的な課題提

起、改善策

の提案等 

32 当該サービスの提供等

を通じて得た情報や知

見、多様な関係者との

ネットワーク等を活用

し、介護・看護の観点

から、まちづくりに係

る問題認識を広い関係

者間で共有し、必要に

応じて具体的な課題提

起、改善策の提案等（保

険外サービスやインフ

ォーマルサービスの開

発・活用等）が行われ

ている（※任意評価項

目） 

 

  ○  

重症度の方や認知症の

方に対しては、サービ

ス導入時に近隣への挨

拶を行うようにしてお

り、在宅生活に近隣を

巻き込み支援を行って

いる。 

また、当社は居宅介護

支援事業所も併設の

為、他社のインフォー

マルサービス（まちカ

フェなど）の情報も多

いため、対象となる方

へ勧めている。 

・当該サービスは、地

域包括ケアシステム

の中核を為し、地域ニ

ーズに最も適したサ

ービスとして、ますま

す認識されていくと

思う。  

 

・そのため、地域全体

を見据え地域住民の

自立意識の醸成、多職

種との連携方策等に

ついての積極的な提

案を期待している。 
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・近隣へのあいさつの

際は個人情報の保護

に配慮が必要と思わ

れます。 

 

 

Ⅲ 結果評価 （Outcome） 

① サービス導

入後の利用

者の変化 

33 サービスの導入によ

り、利用者ごとの計画

目標の達成が図られて

いる 

 ○   

毎月のモニタリングに

て看護師が評価し、ヘ

ルパーのコメントを追

記して翌月初旬にケア

マネジャーに報告。 

 

また、毎年、各利用者

に無記名にてアンケー

トを実施。 

（Ｈ30.7.31 回収） 

※自社アンケート結果

参照 

 

・定期的な評価がされ

ている。 

 

・包括支援センターか

ら紹介されたケース

の情報共有が図られ

相互に補完しながら

対応できている。 

  

・利用者ごとの計画目

標が図られていると

思います。 

 

・モニタリングにおい

て目標の達成の度合

いを確認しており、サ

ービス導入後の変化

に関係者間で連携し

て適切に対応するよ

う望む。 

 

 

② 在宅生活の

継続に対す

る安心感 

34 サービスの導入によ

り、利用者等において、

在宅生活の継続に対す

る安心感が得られてい

る 

 ○   

現在は高齢化がさらに

進み、また、独居世帯

も多いため、当サービ

スを活用しなければ在

宅生活の継続が困難な

方が多い状況。 

コールが押せないなど

の認知症利用者様もい

るため、コールの使用

方法の明示や目印をつ

けて押せるような工夫

を行っている。 

 

・サービス利用によ

り、在宅生活の継続が

可能となっている。 

 

・利用者様のご家族の

相談にも対応してく

れるので助かってい

る。 

 

・ご本人が施設ではな

く、希望される自宅で

の生活を継続するこ

とができるのも、ご家

族が安心して仕事が

できるのも、サービス

や的確な緊急の対応

があってのことだと

思う。また、身体状況

が悪化することなく

現状を維持できてい

るのも、定期的なリハ

ビリのお陰だと思う。 

 

・本サービスが高齢者

の在宅生活に寄与し

ていることは評価す

る。 
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・当該サービスを利用

することにより、家族

の負担軽減、ADL 改

善が期待できるもの

であり、これまでの貴

事業所の着実な取組

が利用者及びその家

族にとって「在宅生活

の安心感」につながっ

ていることを確信し

ています。 

 

・適している人には本

当に必要なサービス。

安心感も通常サービ

スより高く、良いのだ

が参画事業所が少な

い上、人材不足。必要

な方も多いので心配

である。 

 

・当該サービスを必要

としている在宅利用

者は確実に増加が見

込まれます。 

 

・独居高齢者や医療ニ

ーズの高い利用者の

在宅生活の増加に伴

い、サービス導入の希

望が増えていく中、よ

り安心して生活でき

る環境作りを地域全

体で取り組んでいく

必要があると思われ

る。 

 

・端末器の活用方法を

検討する必要がある。 

  

 

 

 

 

 

 


